
住民企画支援事業の実施について

１ 概要

住民企画支援事業について、令和６年度候補事業として１件の申請があっ

た。本来であれば、運営委員会の審議を経る必要があるが、日程が差し迫って

いるため、運営委員長の事前承諾の上、事業実施に向けて準備を進めている。

２ 住民企画支援事業とは

⑴ 目的

長久手市文化の家の行う交流・支援事業のひとつで、市の文化環境や文化

資源を生かしながら、地域に根ざした特色ある芸術文化創造活動や優れた芸

術文化を身近に鑑賞及び体験できる事業の企画立案、実施を支援することに

よって、市の創造能力の増大化を図るとともに、市からの文化の発信基地を

創造し、地域文化の振興に資することを目的とする。（実施要項第１条）

⑵ 事業の選考・認定について

市長は、前項の認定に当たっては、別に定めるところによりあらかじめ

「長久手市文化の家運営委員会」の審議を経るものとする。（実施要綱第７

条第２項）

２ 令和６年度候補事業

⑴ 事業名

「１２人の怒れる男たち」長久手公演

⑵ 申請者

「１２人の怒れる男たち」長久手上演実行委員会（代表：井上信乃）

⑶ 事業実施予定日

令和６年１２月２０日（金）

⑷ 内容

別紙申請書のとおり

３ 事務局意見

本事業は、目的が明確になっており、長久手市内で活動する地域住民が実行

委員となり、地域資源を活用し、市民が優れた芸術文化を身近に鑑賞及び体験

できる事業であることから、住民企画支援事業として認定することは問題な

いと考える。

資料５
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住民企画支援事業実施要項
（趣旨）

第１ 住民企画支援事業は、長久手市文化の家（以下、「文化の家」という。）の行う交流・支援事業の

ひとつで、市の文化環境や文化資源を生かしながら、地域に根ざした特色ある芸術文化創造活動や、優

れた芸術文化を身近に鑑賞及び体験できる事業の企画立案、実施を支援することによって、市の創造能

力の増大化を図るとともに、市からの文化の発信基地を創造し、地域文化の振興に資することを目的と

する。

（対象事業）

第２ 住民企画支援事業の対象事業は、舞台芸術、美術、生活文化等の分野の文化事業ないし、芸術文

化ネットワーク構想事業で、単一文化事業ごとにクラブ組織をもって企画、運営、実施される事業であ

る。

（住民企画支援事業の要件）

第３ クラブ組織とは、次のようなグループをいう。

（１）誰でも参加できるオープンな仕組みをもつ組織であり、営利を目的としないグループであるこ

と。

（２）鑑賞事業を企画、提供するために自発的に結成されたグループであること。

（３）芸術文化ネットワークを構築するための自発的なグループであること。

（４）長久手市の文化振興に資することを目的とした自発的活動グループであること。

（５）市のいかなる補助金交付要綱に基づく補助金も交付されていないグループであること。

（事業の条件）

第４ 住民企画支援事業は、次のような条件をすべて満たして構想されている事業とする。

（１）事業の内容が地域の特性や資源を生かしていること。

（２）事業の目的や目標が明確にされていること。

（３）事業の長期的な見通し又は計画が明確に設定されていること。

（４）文化の家ないし、文化の家を拠点施設として計画されていること。

（５）住民の多数の参加が見込まれるとともに、地域の芸術家や芸術文化団体を育成しようとするも

のであること。

（実施）

第５ 事業は、原則として、申請団体が主催して実施し、文化の家はこれに協力するものとする。

２ 前項の協力とは、施設提供や広報活動をいう。

（事業計画の作成及び提出）

第６ 住民企画支援事業（以下、「事業」という。）の事業計画は、別紙様式に従い、事業の代表者（以

下、「代表者」という。）が作成するものとする。

２ 代表者は、事業計画を文化の家事務局を経て市長に提出する。
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（事業の選考・認定）

第７ 市長は、提出された事業計画のうちから「住民企画支援事業」にふさわしい事業を選考、認定す

る。

２ 市長は、前項の認定に当たっては、別に定めるところによりあらかじめ「長久手市文化の家運営委

員会」の審議を経るものとする。

３ 市長は、事業の実施のため、必要な条件を付することができる。

４ 事業の選考・認定は、年度ごとに行うものとする。ただし、市長が、市の文化振興のため相当の理

由があると認めるときは、３年を越えない期間内で事業を継続することができる。

（経費）

第８ 市は、事業の実施に協力するに当たって原則として直接必要な経費は負担しないものとする。

（事業の変更及び中止）

第９ 事情の変更により、事業を変更及び取り止める必要が生じた場合は、代表者が文化の家事務局を

経て変更及び取り止めの理由を付して市長に申し出なければならない。

（認定の取り消し）

第10 市長は、虚偽の申請に基づくもの、あるいは認定の事業内容が大きく変更されて実施されようと

したときは、認定の取り消しを行うことができる。

（事業の報告）

第 11 事業が完了したときは、代表者が文化の家事務局を経て事業終了後１か月以内に実施報告書を市

長に提出しなければないない。

（実施の細則）

第 12 この要綱の定めるものの他「住民企画支援事業」に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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2024 年 12 月 20 日(金)

18:30 開演 (18:00 開場)

長久手市文化の家

 森のホール
主催：『１２人の怒れる男たち』　　　　   

 入場料 4,000 円
　※未就学児入場不可

共催：長久手市

 （上演時間　110分）

　全席指定 長久手上演実行委員会

　小学4年生以上推奨
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脇 秀平 松並 俊祐 岡田 篤弥

しもじぃ 真野 等坪

チケット販売 お問い合わせ

: 10月5日(土)9:00～   
＊ 長久手市文化の家　　　　　

 ＊『12人の怒れる男たち』長久手上演実行委員会
tel. 090-7974-6231

『12人の怒れる男たち』長久手上演実行委員会

  twelveangrymen.nagakute@gmail.com                

: 10月12日(土)9:00～

tel. 0561-61-2888

　　　　　　　　　　
tel.  090-7974-6231

メール

― STAFF ―
装　置／園　良昭
装置・補／幡野　寛
照　明／矢口雅敏
照明ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ／高橋圭子
効　果／馬上真勝
効果ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ／小原　誠
舞台監督／たかのきよこ

(チケット専用)

・一般

・フレンズ会員

   ※電話予約は各発売日の翌日10:00～
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